
宮城県教育庁福利課企画管理班
令和３年９月

○次の要件を全て満たしている場合に，支給を受けることができます。

１　原則として，勤続期間１２月以上（公務上傷病等で退職した場合は６月以上）で退職した者であること
２　退職手当の支給を受けている者又は失職・懲戒免職により退職手当の支給を受けない者であること
３　退職手当額が雇用保険法の規定による失業給付相当額に満たないこと
４　原則として，退職日の翌日から起算して１年の期間内に失業していること
５　待機日数を超えて失業していること

○手続フロー

　・　宮城県職員退職票交付依頼書

・　返信用封筒（84円切手を貼付）

・　返信用封筒（84円切手を貼付）

・　返信用封筒（84円切手を貼付）

　※宮城県職員退職票・写真（3×2.5㎝）
　　身分証明書・印鑑を持参

請　　求　　者
（支給対象者）

宮城県教育庁福利課企画管理班

・　給与額調書
　（退職時の所属長から証明を受けたもの）

 　※ 上記の２つの様式については，福利課
　　 のHPからダウンロード可

宮城県職員退職票

　宮城県職員退職票を受理・確認後，所定の欄
に署名・押印。

　速やかに，職業安定所（ハローワーク）で
求職の申し込みをする。

※ご不明な点がございましたら，福利課企画管理班（０２２－２１１－３６７２）までお問い合わせください。

・　宮城県職員退職票
　（職業安定所の受理証明を受けたもの）

　・　求職者退職手当受給資格者証
　・　求職者の退職手当請求書

　福利課から送付された書類を認定日に
職業安定所に持参し，認定を受ける。

・　求職者退職手当受給資格者証

・　求職者の退職手当請求書
　（職業安定所で認定を受けたもの）

　福利課で求職者の退職手当決定・支給
　（請求してから１か月以内に口座振替）
　・　求職者退職手当決定通知書
　・　求職者退職手当受給資格者証
　・　求職者の退職手当請求書

　受理後，支給が終了するまで手続を
繰り返します。

求職者の退職手当について


